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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信端末機の無線ランＡＰ探索装置において、
　移動通信基地局のサービス領域内で提供される放送情報を受信し、この放送情報に含ま
れている無線ランＡＰが存在するか否かを示す無線ラン存在有無情報に基づいて、現在サ
ービス中である無線ランＡＰが存在するか否かを判別するための無線ランサービス判別手
段と、
　前記無線ランサービス判別手段が現在サービス中である無線ランＡＰが存在すると判断
した場合には、無線ランＡＰが送出するビーコン信号の検出を開始して、前記ビーコン信
号を検出することにより、そのビーコン信号を送出した無線ランＡＰを介してデータサー
ビスを受けるが、前記無線ランサービス判別手段が現在サービス中である無線ランＡＰが
存在しないと判断した場合には、無線ランＡＰが送出するビーコン信号の検出を行わない
、無線ランサービス手段と
　を備えることを特徴とする無線ランＡＰ自動探索装置。
【請求項２】
　前記移動通信端末機は、
　無線ランモジュールと移動通信モジュールとが共に搭載された２重モード端末機である
ことを特徴とする請求項１に記載の移動通信基地局の放送情報を用いた無線ランＡＰ自動
探索装置。
【請求項３】
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　前記基地局の設置の際、
　無線ランＡＰが存在するところにサービス領域を調整した基地局を設けることを特徴と
する請求項１に記載の移動通信基地局の放送情報を用いた無線ランＡＰ自動探索装置。
【請求項４】
　無線ランＡＰ探索装置における無線ランＡＰ探索方法において、
　移動通信端末機が移動通信モジュールを介して移動通信基地局のサービス領域内で提供
される放送情報を取得する第１のステップと、
　取得した前記放送情報に含まれている無線ランＡＰが存在するか否かを示す無線ラン存
在有無情報に基づいて、現在サービス中である無線ランＡＰが存在するか否かを判断する
第２のステップと、
　前記第２のステップにおいて、現在サービス中である無線ランＡＰが存在すると判断し
た場合には、無線ランＡＰが送出するビーコン信号の検出を開始して、前記ビーコン信号
を検出することにより、そのビーコン信号を送出した無線ランＡＰを介してデータサービ
スを受けるが、現在サービス中である無線ランＡＰが存在しないと判断した場合には、無
線ランＡＰが送出するビーコン信号の検出を行わない、第３のステップと
　を備えることを特徴とする無線ランＡＰ自動探索方法。
【請求項５】
　前記放送情報は、
　既存の放送情報に前記無線ランＡＰ存在有無情報が加えられて、周期的に移動通信基地
局のサービス領域に進入する全ての移動通信端末機を対象として放送されることを特徴と
する請求項４に記載の無線ランＡＰ自動探索方法。
【請求項６】
　プロセッサを備えた無線ランＡＰ探索装置に、
　移動通信端末機が移動通信モジュールを介して移動通信基地局のサービス領域で提供さ
れる放送情報を取得する第１の機能と、
　取得した前記放送情報に含まれている無線ランＡＰが存在するか否かを示す無線ラン存
在有無情報に基づいて、現在サービス中である無線ランＡＰが存在するか否かを判断する
第２の機能と、
　前記第２の機能において、現在サービス中である無線ランＡＰが存在すると判断した場
合には、無線ランＡＰが送出するビーコン信号の検出を開始して、前記ビーコン信号を検
出することにより、そのビーコン信号を送出した無線ランＡＰを介してデータサービスを
受けるが、現在サービス中である無線ランＡＰが存在しないと判断した場合には、無線ラ
ンＡＰが送出するビーコン信号の検出を行わない、第３の機能と
　を実現させるためのプログラムを記録した記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信基地局の放送情報を用いた無線ランエーピー（ＡＰ：Ａｃｃｅｓｓ
 Ｐｏｉｎｔ）自動探索装置及びその方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
無線ラン技術は、ＩＥＥＥ８０２．３による地上有線ラン（Ｗｉｒｅｄ ＬＡＮ）と接続
して動作する技術である。技術の標準としては、ＩＥＥＥ８０２．１１、ＩＥＥＥ８０２
．１１ｂ、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ及びＩＥＥＥ８０２．１ｇなどの多様な技術を含む。
近年には、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂによるＤＳ（Ｄｉｒｅｃｔ Ｓｅｑｕｅｎｃｅ）方式
（ｍｏｄｅ）の無線ランＣＣＫ方式が事業的に一番流行している。
【０００３】
　無線ランは、有線ランを単純に無線ランを連動させる区間に拡張した形態で動作するブ
リッジモードなど、様々な動作形態によって有線ランと連動する。また、別のプロトコル
が搭載されており、端末の認証とＤＨＣＰ（Ｄｙｎａｍｉｃ Ｈｏｓｔ Ｃｏｎｆｉｇｕｒ
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ａｔｉｏｎ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）クライアント及びサーバ機能があって、ネットワークか
らパブリックＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）アドレスを受け取り、端末に
は私設ＩＰアドレスを割り当てる機能などが追加された形態がある。
【０００４】
　ＡＰは、無線ラン中継機能の他に、有線ランハブ（Ｈｕｂ）機能を内蔵して、移動性を
必要とせずに、主に、固定された位置に置かれているプリンタやデスクトップＰＣなどを
有線で接続できるように有線ポートを内蔵し、ＰＤＡ及びノートブックなどの携帯端末と
は無線ランで接続するようにする。
【０００５】
　無線ランの場合、予め使用が許可された端末だけがネットワークに接続し、通信が可能
なようにするために、端末機に取り付けられた端末接続装置（ＮＩＣ）のＭＡＣ ＩＤを
予め無線ランＡＰ内に登録する。従って、登録された端末機が無線ランに対する接続を許
容し、ＭＡＣ ＩＤが登録されていない端末は接続を許容しない。このような機能を選択
的に使用するようにするために、管理機能が無線ランに搭載されている。このような管理
機能は、ＷＥＢ方式でインターネットエクスプローラーなどのブラウザを用いて、一般の
ユーザが容易に多様な機能を活性化及び非活性化できるようにしている。
【０００６】
　最近、移動通信事業者は、ＩＳ－９５や３Ｇに基づく移動通信モジュールを介してデー
タサービスを提供している。しかし、データサービス料金があまりにも高価であり、提供
する速度が非常に遅いため、あまり活用されていない。このような短所を克服するために
、無線ランモジュールを共に搭載し、無線ランＡＰがあるところでは、移動通信モジュー
ルでなく、無線ランモジュールを介して低価で高速のデータサービスが提供されるように
している。
【０００７】
　ところが、無線ランＡＰが現在動作するか否かを判断するためには、動作中である無線
ランＡＰが送出するビーコン（Ｂｅａｃｏｎ）信号を、無線ランモジュールが検出しなけ
ればならない。このビーコン信号を検出した場合に、無線ランモジュールは当該無線ラン
ＡＰを介してデータサービスの提供をうけることができる。実際には、無線ランＡＰは一
定領域のみでサービスを提供するという限界がある。このため、無線ランＡＰのサービス
領域外に位置した端末機は、移動通信モジュールを使用してデータサービスを提供される
。
【０００８】
　上述したように、無線ランモジュールと移動通信モジュールとを共に搭載した端末機（
２重モード端末機）が無線ランＡＰを介してデータサービスを提供されようとする時、前
述したように、動作中である無線ランＡＰが送出するビーコン信号を検出しなければなら
ない。しかし、無線ランＡＰが全ての場所に設けられてはいない。または、データサービ
スを利用するような人々がたくさん集まる一部の公共場所のみに設けられている。このた
め、無線ランＡＰが存在しないところでも無線ランＡＰを検出するために、無線ランモジ
ュールを動作させることにより、無駄に電源を消費する問題がある。
【０００９】
　このような電源消費の問題を解決するために、常に無線ランモジュールを動作させるの
ではなく、ユーザが、無線ランＡＰがあるようなところで任意に無線ランモジュールを動
作させることもできる。しかし、これは、ユーザにとって不便を感じさせる。
【００１０】
　従って、無線ランモジュールと移動通信モジュールとが共に搭載された２重モード端末
機が、無線ランＡＰを介してデータサービスの提供をうけようとする時、手動操作の不便
な問題と、無線ランＡＰがない場合にも、常に無線ランモジュールを駆動して電力を浪費
する問題を解決できる方案が切実に要求される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１１】
　本発明は、上記したような要求に応ずるために提案されたものであって、その目的は、
無線ランモジュールを無線ランＡＰがある場合のみに駆動することにより、電力浪費を予
防するための移動通信基地局の放送情報を用いた無線ランＡＰ自動探索装置及びその方法
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記の目的を達成するための本発明は、移動通信端末機の無線ランＡＰ探索装置におい
て、基地局のサービス領域内で提供される放送情報を通じて現在サービス中である無線ラ
ンＡＰが存在するか否かを判別するための無線ランサービス判別手段と、前記無線ランサ
ービス判別手段の判別結果に応じて、隣接無線ランＡＰが送出するビーコン信号を検出し
、動作中である無線ランＡＰを介してデータサービスを提供されるための無線ランサービ
ス手段とを含んでなることを特徴とする。
【００１３】
　そして、本発明は、無線ランＡＰ探索装置に適用される無線ランＡＰ探索方法において
、移動通信端末機が移動通信モジュールを介して基地局のサービス領域内で提供される放
送情報を取得する第１のステップと、取得された前記放送情報に基づいて、現在サービス
中である無線ランＡＰが存在するか否かを確認する第２のステップと、前記第２のステッ
プの確認の結果に応じて、隣接無線ランＡＰが存在する場合に、無線ランモジュールを駆
動して周期的に送出される無線ランＡＰのビーコン信号を検出することにより、動作中で
ある無線ランＡＰを介してデータサービスを提供される第３のステップとを含んでなるこ
とを特徴とする。
【００１４】
　一方、本発明は、プロセッサを備えた無線ランＡＰ探索装置に、移動通信端末機が移動
通信モジュールを介して基地局のサービス領域内で提供される放送情報を取得する第１の
機能と、取得された前記放送情報に基づいて、現在サービス中である無線ランＡＰが存在
するか否かを確認する第２の機能と、前記第２の機能の確認の結果に応じて、隣接無線ラ
ンＡＰが存在する場合に、無線ランモジュールを駆動して周期的に送出される無線ランＡ
Ｐのビーコン信号を検出することにより、動作中である無線ランＡＰを介してデータサー
ビスを提供される第３の機能とを実現させるためのプログラムを記録したコンピュータ読
み取り可能な記録媒体を提供する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　図１は、一般の無線ランＡＰのビーコン信号検出過程を示した説明図である。図１は、
無線ランモジュールが搭載された端末機（ＭＳ：Ｍｏｂｉｌｅ Ｓｔａｔｉｏｎ）１１が
移動する間、続けて無線ランＡＰのビーコン信号を検出する過程を示したものである。
【００１６】
　図面に示されたように、端末機１１は種々の経路１２を経て無線ランＡＰ１３のサービ
ス領域１４、即ち、ビーコン信号が及ぼす領域（動作中である無線ランＡＰ１３を検出で
きる領域）に到達して始めて無線ラン（ｗｉｒｅｌｅｓｓ ＬＡＮ）ＡＰ１３から送信さ
れるデータサービスの提供をうけることができる。つまり、前記端末機１１は、ビーコン
信号を検出できるＡＰ１３のサービス領域に到達しなければならない。
【００１７】
　図２は、本発明に係る移動通信基地局の放送情報を用いた無線ランＡＰ自動探索装置の
一実施の形態の構成図である。
【００１８】
　図２に示されたように、本発明に係る移動通信基地局の放送情報を用いた無線ランＡＰ
自動探索装置は、移動通信モジュール２２と無線ランモジュール２１とを含む。前記移動
通信モジュール２２は、基地局のサービス領域内で提供される放送情報（図４を参照）を
通じて、現在サービス中である無線ランＡＰが存在するか否かを判別する。前記無線ラン
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モジュール２１は、移動通信モジュール２２の判別結果に応じて、隣接無線ランＡＰが送
出するビーコン信号を検出し、動作中である無線ランＡＰを介してデータサービスの提供
をうける。
【００１９】
　本発明が適用される端末機（ＭＳ）１１は、無線ランモジュール２１と移動通信モジュ
ール２２とが共に搭載された移動通信端末機であって、セルラーフォンまたはＰＣＳフォ
ンなどのような移動通信端末機、ＩＭＴ－２０００（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｍｏ
ｂｉｌｅ Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｍｏ
ｂｉｌｅ Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｓｅｒｖｉｃｅ）などのような次世代の
移動通信端末機、個人携帯端末機（ＰＤＡ：Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｄｉｇｉｔａｌ Ａｓｓｉ
ｓｔａｎｔｓ）などを含む各種通信機器も適用され得ることは明白である。
【００２０】
　無線ランモジュール２１は、各種無線ラン（ＩＥＥＥ ８０２．１１ｂ／ａなど）接続
機能を行い、移動通信モジュール２２は、基地局から放送情報を受信し、無線ランＡＰが
存在するか否かを判断して端末機（ＭＳ）へ提供する。
【００２１】
　図３は、本発明に係る移動通信基地局の放送情報を用いた無線ランＡＰ自動探索方法を
示した一実施の形態の説明図であって、図２の無線ランＡＰ自動探索装置の動作手順を示
す。
【００２２】
　移動通信端末機（ＭＳ）１１が第１の基地局３１のサービス領域に位置すると、第２の
基地局３１が放送する放送情報（図４を参照）を移動通信モジュール２２を介して受信す
ることになり、放送情報を通じてサービス中である無線ランＡＰが存在するか否かを確認
する。
【００２３】
　図３の場合、第１の基地局３１のサービス領域に無線ランＡＰが存在しないため、端末
機（ＭＳ）１１は、無線ランモジュール２１を介して無線ランＡＰを探索しない。
【００２４】
　もし、端末機（ＭＳ）１１が移動して第２の基地局３２のサービス領域に進入すること
になると、第２の基地局３２が放送する放送情報を移動通信モジュール２２を介して受信
することになる。放送情報を受信した後、端末機１１は、無線ランＡＰ３３、３４が存在
していることを確認する。端末機（ＭＳ）１１は、無線ランモジュール２１を駆動して第
１及び第２の無線ランＡＰ３３、３４が周期的に送出するビーコン信号を検出し始める。
その後、端末機（ＭＳ）１１の無線ランモジュール２１が、第１及び第２の無線ランＡＰ
３３、３４が送出するビーコン信号を検出することになると、無線ランを介したデータサ
ービスが提供される。
【００２５】
　図４は、本発明に用いられる放送情報の構造を示した一実施の形態の説明図であって、
基地局が送出する放送情報の構造を示す。
【００２６】
　基地局は、無線ランＡＰの存在有無を端末機（ＭＳ）１１へ放送するために、既存の放
送情報４１とは別に、無線ランが存在するか否かを確認させてくれる無線ラン存在有無情
報４２を挿入する。この放送情報は、周期的に基地局のサービス領域に進入する全ての端
末機（ＭＳ）１１を対象として放送される。
【００２７】
　図５Ａ及び図５Ｂは、本発明の実施の形態によって無線ランＡＰ自動探索のための基地
局配置過程を示した一実施の形態の説明図であって、本発明をさらに効果的に作るための
基地局の配置実例である。
【００２８】
　図５Ａに示されたように、第３の基地局５１はかなり大きいサービス領域５２を有して
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おり、第３及び第４の無線ランＡＰ５３、５４を含んでいる。従って、第３の基地局５１
から放送情報を受信した端末機（ＭＳ）５１はサービス中である第３の無線ランＡＰ５３
と第４の無線ランＡＰ５４とを探すために、かなり広い地域を探索しなければならない。
この時、広い地域で第３及び第４の無線ランＡＰ５３、５４を探すため、これを探すこと
ができない可能性も高く、例え、探したとしても第３及び第４の無線ランＡＰ５３、５４
を探すために、無線ランモジュール２１が多くの電力を消費する。このため、放送情報無
しで無線ランモジュール２１を探索することと比べて、より良い効果を得ることが難しく
なる。
【００２９】
　図５Ｂに示されたように、第３及び第４の無線ランＡＰ５３、５４が存在するところに
サービス領域を調整した第４、第５の基地局５５、５６を設けることにより、さらに良い
効果を得ることができる。即ち、第３の無線ランＡＰ５３のために第４の基地局５５と、
第４の無線ランＡＰ５４のために第５の基地局５６を設けることにより、端末機（ＭＳ）
５１が第５の基地局５６の位置（サービス領域）内にある場合、第３の基地局５１のサー
ビス領域５２より相対的に小さいサービス領域５７のみを探索することになる。つまり、
端末機（ＭＳ）１１が消費する電力は、第３の基地局５１の場合よりずっと小さくなる。
【００３０】
　上述したような本発明の方法は、プログラムで具現されてコンピュータ読み取り可能な
記録媒体（ＣＤＲＯＭ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、フロッピーディスク、ハードディスク、光磁気
ディスクなど）に格納されることができる。
【００３１】
　以上で説明した本発明は、上述した実施の形態及び添付された図面により限定されるも
のではなく、本発明の技術的な思想を外れない範囲内で様々な置換、変形及び変更が可能
であるということが、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者にとって明
白であろう。
【００３２】
　（産業上の利用可能性）
　上述したような本発明は、無線ランモジュールと移動通信モジュールとが共に搭載され
た端末機がサービス中である無線ランＡＰを介してサービスを提供されようとする時、移
動通信モジュールを介して基地局が提供する放送情報で現在サービス中である無線ランＡ
Ｐの存在有無情報を取得し、サービス中である無線ランＡＰが存在する場合のみに無線ラ
ンサービスを行うようにすることによって、瞬間ごとに現在サービス中である無線ランＡ
Ｐを探索することにより、自体の電源を浪費する問題を解決でき、また、前記過程を端末
機が自動的に処理するようにすることによって、電源の浪費を心配して無線ランＡＰ探索
をユーザが手動的に処理する問題を解決できる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】一般の無線ランＡＰのビーコン信号検出過程を示した説明図である。
【図２】本発明に係る移動通信基地局の放送情報を用いた無線ランＡＰ自動探索装置の一
実施の形態の構成図である。
【図３】本発明に係る移動通信基地局の放送情報を用いた無線ランＡＰ自動探索方法を示
した一実施の形態の説明図である。
【図４】本発明に用いられる基地局から送信される放送情報の構造を示した一実施の形態
の説明図である。
【図５Ａ】本発明の実施例によって無線ランＡＰ自動探索効率を増大させるための基地局
配置過程を示した一実施の形態の説明図である。
【図５Ｂ】本発明の実施例によって無線ランＡＰ自動探索効率を増大させるための基地局
配置過程を示した一実施の形態の説明図である。
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